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現
在
交
付
し
て
い
る
「
国
民
健
康
保

険
被
保
険
者
証
」
と
「
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
」
は
、
７
月
31
日
で
有

効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
８
月
か
ら
使
用

で
き
る
保
険
証
を
７
月
下
旬
に
郵
送
し

ま
す
の
で
、
８
月
１
日
以
降
は
新
し
い

保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

な
お
、
有
効
期
限
の
切
れ
た
保
険
証

は
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
住
民
生
活

課
ま
た
は
各
支
所
に
お
返
し
く
だ
さ
い
。

〈
国
民
健
康
保
険
〉

保
険
証
は
世
帯
主
宛
て
に
お
送
り
し

ま
す
。

▼
保
険
税
納
付
を
忘
れ
ず
に

特
別
な
事
情
も
な
く
保
険
税
を
滞
納

し
、
納
税
相
談
に
も
応
じ
な
い
場
合
に

は
、
保
険
証
の
制
限
を
受
け
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

▼
保
険
証
が
変
更
と
な
っ
た
と
き
は

那
須
町
国
民
健
康
保
険
か
ら
社
会
保

険
等
に
保
険
証
が
変
更
と
な
っ
た
と
き

は
、
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
新
た
に
加
入
し
た
保
険
証
、
国
民

健
康
保
険
証
お
よ
び
印
か
ん
を
持
参
の

上
、
住
民
生
活
課
ま
た
は
各
支
所
に
届

け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
し
な
い
場
合
、
国
民
健
康

保
険
税
は
賦
課
さ
れ
続
け
る
こ
と
と
な

り
ま
す
の
で
、
変
更
と
な
っ
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
必
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

住
民
生
活
課
医
療
保
険
係

☎
72 
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９
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〈
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
〉

保
険
証
は
加
入
し
て
い
る
方
宛
て
に
、

お
送
り
し
ま
す
（
封
筒
の
色
は
茶
色
）
。

▼
次
の
方
に
は
認
定
証
を
同
封
し
ま
す

・
過
去
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の

交
付
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
令
和

元
年
度
の
所
得
区
分
が
基
準
額
未
満

の
方

・
過
去
に
「
限
度
額
適
用
認
定
証
・
標

準
負
担
額
認
定
証
」
の
交
付
を
受
け

た
こ
と
が
あ
り
、
令
和
元
年
度
の
所

得
区
分
が
基
準
額
未
満
の
方

所
得
区
分
が
現
役
並
み
所
得
者
１
ま

た
は
２（
※
）に
該
当
す
る
方
は
、
「
限

度
額
適
用
認
定
証
」
を
医
療
機
関
に
提

示
す
る
こ
と
で
、
医
療
費
の
支
払
い
が

一
定
額
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
世

帯
の
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
は
、

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認

定
証
」
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る
こ
と

で
、
医
療
費
の
支
払
い
が
一
定
額
に
と

ど
ま
り
、
入
院
時
の
食
事
代
も
減
額
に

な
り
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、
住
民
生

活
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
得
区
分
に
つ
い
て
は
、
栃
木
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

〇
栃
木
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
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８
‐
６
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７
‐
６
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５

〇
住
民
生
活
課
医
療
保
険
係
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児
童
扶
養
手
当

父
母
の
離
婚
な
ど
で
父
ま
た
は
母
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童
を
監

護
・
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給
し
ま
す
。

▼
対
　
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
18
歳
に
な
っ
た
後
の
最
初
の
３
月

31
日
ま
で
の
児
童
（
障
が
い
の
程
度

に
よ
っ
て
20
歳
ま
で
）
を
監
護
・
養

育
し
て
い
る
方

〇
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

〇
母
が
未
婚
の
児
童

〇
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

〇
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な

い
児
童

〇
父
ま
た
は
母
が
一
定
程
度
の
重
度
の

障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童
な
ど

▼
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、

毎
年
８
月
中
に
「
児
童
扶
養
手
当
現
況

届
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
、
通
知
を
郵
送
し
ま
す

の
で
、
期
間
内
に
忘
れ
ず
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

特
別
児
童
扶
養
手
当

精
神
ま
た
は
身
体
が
中
程
度
以
上
の

障
が
い
の
状
態
に
あ
る
児
童
を
監
護
す

る
父
母
ま
た
は
、
そ
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
に
支
給
し
ま
す
。

▼
対
　
象　

精
神
ま
た
は
身
体
が
中
程

度
以
上
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る
20
歳

未
満
の
児
童
を
監
護
す
る
父
母
ま
た

は
、
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

▼
す
で
に
受
給
し
て
い
る
方

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い
る

方
は
、
毎
年
８
月
12
日
か
ら
９
月
11
日

ま
で
の
間
に
「
特
別
児
童
扶
養
手
当
所

得
状
況
届
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
対
象
の
方
に
は
、
通
知
を
郵
送

し
ま
す
の
で
、
期
間
内
に
忘
れ
ず
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

共
通
事
項

受
給
者
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の
所
得

が
一
定
額
以
上
あ
る
場
合
な
ど
状
況
に

よ
っ
て
支
給
し
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▼
新
た
に
申
請
す
る
方

手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
認
定

請
求
（
申
請
）
が
必
要
で
す
。
申
請
が

遅
れ
る
と
、
手
当
の
支
給
も
遅
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
所
得
が
限
度
額
を
上
回
っ
て

い
た
こ
と
等
の
た
め
、
申
請
を
し
な

か
っ
た
方
は
、
そ
の
後
の
住
所
の
変
更

や
所
得
の
変
動
等
で
、
手
当
を
受
給
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ　

住
民
生
活
課
戸

籍
住
民
係　

☎
72 

６
９
０
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国民健康保険被保険者証・
後期高齢者医療被保険者証更新のお知らせ

国民健康保険被保険者証・
後期高齢者医療被保険者証更新のお知らせ

児
童
扶
養
手
当
・
特

別
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
に
は
申
請
が
必

要
で
す


